
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
回転側に直接又は間接的に固定された回転側部材と、固定側に直接又は間接的に固定され
、該回転側部材に対向摺接する固定側部材とを具備し、水を潤滑液とする水潤滑軸受又は
水潤滑シールであって、
　前記回転側部材及び固定側部材の基材を金属材料とし、その一方の部材の摺動面に窒化
チタン膜を形成し、他方の部材の摺動面に を形成したことを特徴とする水潤滑軸
受又は水潤滑シール。
【請求項２】
回転側に直接又は間接的に固定された回転側部材と、固定側に直接又は間接的に固定され
、該回転側部材に対向摺接する固定側部材とを具備し、水を潤滑液とする水潤滑軸受又は
水潤滑シールであって、
　前記回転側部材又は固定側部材の基材を金属材料とし、その摺動面に窒化チタン膜を形
成し、該回転側部材又は固定側部材に対向摺接する前記固定側部材又は回転側部材に硬質
炭素材を用いたことを特徴とする水潤滑軸受又は水潤滑シール。
【請求項３】
回転側に直接又は間接的に固定された回転側部材と、固定側に直接又は間接的に固定され
、該回転側部材に対向摺接する固定側部材とを具備し、水を潤滑液とする水潤滑軸受又は
水潤滑シールであって、
　前記回転側部材又は固定側部材の基材を金属材料とし、その摺動面に窒化チタン膜を形

10

20

JP 3963994 B2 2007.8.22

ＤＬＣ膜



成し、該回転側部材又は固定側部材に対向摺接する前記固定側部材又は回転側部材に炭素
繊維含有ポリエーテルエーテルケトン又は炭素繊維含有四弗化エチレン材を用いたことを
特徴とする水潤滑軸受又は水潤滑シール。
【請求項４】
軸受及び／又はシールを具備する流体機械において、
　前記軸受に請求項１乃至 のいずれか１項に記載の水潤滑軸受を用いると共に、前記シ
ールに請求項１乃至 のいずれか１項に記載の水潤滑シールを用いることを特徴とする流
体機械。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
　本発明は、耐摩耗性、低い摩擦係数が要求される水潤滑軸受又は水潤滑シールに関し、
特にポンプ、水車等の流体機械に好適な水潤滑軸受又は水潤滑シール、

に関するものである。
【０００２】
【従来の技術】
従来から、ポンプ、水車等の流体機械の水潤滑軸受又は水潤滑シールとして、超硬合金、
セラミックのいずれかを基材とする可動側部材とカーボンを主体とする静止側部材とを組
み合わせた構成のものが多く使用されている。
【０００３】
【発明が解決しようとする課題】
最近、これら流体機械の小型、高速、大容量化のニーズに伴い、軸受又はシールの使用条
件は、高速、大荷重へとますます過酷なものとなってきている。そのため軸受又はシール
用に従来から使用されている超硬合金などの材料では、固体間の滑り接触による摩擦熱の
繰返しによる熱衝撃破壊や熱疲労割れ発生等の問題が指摘されている。
【０００４】
一方、ＳｉＣなどのセラミックは摺動による熱応力に対しては、超硬合金より優れている
が、高速回転体として利用した場合、耐衝撃性等の機械的性質が劣る欠点を有している。
また、金属材料の表面に、浸炭、窒化処理などの硬化処理を施して摺動部材に用いている
が、これらの表面処理では、改質層自体の硬度、処理後の基材変形などの点で、十分満足
できる摺動面が得られなかった。
【０００５】
　本発明は上述の点に鑑みてなされたもので、摩擦係数を低減化し、しかも耐摩耗性を向
上させた水を潤滑液とする水潤滑軸受又は水潤滑シール、

を提供することを目的とする。
【０００６】
【課題を解決するための手段】
　上記課題を解決するため請求項１に記載の発明は、回転側に直接又は間接的に固定され
た回転側部材と、固定側に直接又は間接的に固定され、該回転側部材に対向摺接する固定
側部材とを具備し、水を潤滑液とする水潤滑軸受又は水潤滑シールであって、回転側部材
及び固定側部材の基材を金属材料とし、その一方の部材の摺動面に窒化チタン膜を形成し
、他方の部材の摺動面に を形成したことを特徴とする。
【００１１】
　請求項 に記載の発明は、回転側に直接又は間接的に固定された回転側部材と、固定側
に直接又は間接的に固定され、該回転側部材に対向摺接する固定側部材とを具備し、水を
潤滑液とする水潤滑軸受又は水潤滑シールであって、回転側部材又は固定側部材の基材を
金属材料とし、その摺動面に窒化チタン膜を形成し、該回転側部材又は固定側部材に対向
摺接する固定側部材又は回転側部材に硬質炭素材を用いたことを特徴とする。
【００１２】
　請求項 に記載の発明は、回転側に直接又は間接的に固定された回転側部材と、固定側
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に直接又は間接的に固定され、該回転側部材に対向摺接する固定側部材とを具備し、水を
潤滑液とする水潤滑軸受又は水潤滑シールであって、回転側部材又は固定側部材の基材を
金属材料とし、その摺動面に窒化チタン膜を形成し、該回転側部材又は固定側部材に対向
摺接する固定側部材又は回転側部材に炭素繊維含有ポリエーテルエーテルケトン又は炭素
繊維含有四弗化エチレン材を用いたことを特徴とする。
【００１６】
　請求項 に記載の発明は、請求項１に記載の水潤滑軸受又は水潤滑シールにおいて、前
記非脆性材料が金属材料、前記硬質膜が他方の部材の摺動面に形成された硬質クロム鍍金
であることを特徴とする。
【００１７】
　請求項 に記載の発明は、軸受及び／又はシールを具備する流体機械において、前記軸
受に請求項１乃至 のいずれか１項に記載の水潤滑軸受を用いると共に、前記シールに請
求項１乃至 のいずれか１項に記載の水潤滑シールを用いることを特徴とする流体機械に
ある。
【００２０】
【発明の実施の形態】
以下、本発明の実施の形態を説明する。水潤滑軸受又は水潤滑シールは回転側に直接また
は間接的に固定された回転側部材と、固定側に直接又は間接的に固定され、該回転側部材
に対向摺接する固定側部材とからなり、本発明の実施の形態では、この回転側部材及び固
定側部材に表１に示すような材料の組み合わせで水潤滑軸受又は水潤滑シールを構成した
。表２は表１の材料の組み合わせで表３に示す試験条件で摩擦摩耗試験を行なった試験結
果を示す。
【００２１】
【表１】
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表１において、
＊　　：ＳＵＳ３１６Ｌ
＊＊　：ＳＵＳ３０４
＊＊＊：ＳＵＳ６３０
（＊１）：プラズマトランスファーアーク溶接肉盛法
（＊２）：プラズマ溶射法
（＊３）：プラズマジェット溶射法
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（＊４）：減圧プラズマ溶射法
【００２２】
【表２】
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
【００２３】
表１において、実施の形態１乃至７はいずれもその回転側部材の基体にステンレス鋼（Ｓ
ＵＳ３１６Ｌ）を用いその摺動面に膜厚３μｍのＴｉＮ膜を形成している。そして固定側
部材の基体に実施の形態３乃至７ではステンレス鋼（ＳＵＳ３１６Ｌ又はＳＵＳ６３０）
を用い、実施の形態１及び２ではそれぞれその摺動面をＳＵＳ４２０ J２のステンレス鋼
、ＳＵＳ６３０のステンレス鋼の無処理面とし、実施の形態３では摺動面に膜厚４μｍの
ＣｒＮ膜を形成し、実施の形態４では摺動面に膜厚１μｍのＤＬＣ（ダイヤモンドライク
カーボン）膜を形成し、実施の形態５では摺動面に膜厚１μｍのＢＮ膜を形成し、実施の
形態６では摺動面に厚さ１００～１５０μｍの硬質Ｃｒ鍍金層を形成し、実施の形態７で
は摺動面に膜厚５０μｍの窒化膜を形成している。
【００２４】
また、実施の形態８及び９は回転側部材の基体にＳＵＳ３１６Ｌを用いその摺動面に膜厚
３μｍのＴｉＮ膜を形成している。実施の形態８では固定部材の基体にＳＵＳ３０４を用
いその摺動面に膜厚１０００μｍのＷ 2Ｃ＋Ｔｉの薄膜をＰＴＡ法（プラズマトランスフ
ァーアーク溶接肉盛法）で形成し、実施の形態９では固定部材の基体にＳＵＳ３１６Ｌを
用いその摺動面に膜厚４００μｍのＷＣ＋Ｎｉ＋Ｐの膜をプラズマ溶射法で形成している
。
【００２５】
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また、実施の形態１０乃至１３は回転側部材の基体にＳＵＳ３１６Ｌを用いその摺動面に
膜厚１０μｍのＴｉＮ膜を形成している。実施の形態１０では固定部材の基体にＳＵＳ３
０４を用いその摺動面に膜厚１０００μｍのＷ 2Ｃ＋Ｔｉ膜をＰＴＡ法で形成し、実施の
形態１１では固定部材の基体にＳＵＳ３１６Ｌを用いその摺動面に膜厚４００μｍのＷＣ
＋Ｎｉ＋Ｐ膜をプラズマ溶射法で形成し、実施の形態１２では固定部材の基体にＳＵＳ３
１６Ｌを用いその摺動面に膜厚１００μｍのＷＣ＋ＮｉＣｒ膜をプラズマジェット溶射法
で形成し、実施の形態１３では固定部材の基体にＳＵＳ３１６Ｌを用いその摺動面に膜厚
２００μｍのＣｒ 3Ｃ 2＋ＮｉＣｒ膜を減圧プラズマ溶射法で形成したものを用いている。
【００２６】
また、実施の形態１４乃至１８は回転側部材の基体にＳＵＳ３１６Ｌを用いその摺動面に
膜厚３μｍのＴｉＮ膜を形成している。実施の形態１４では固定側部材の基体にＳＵＳ３
１６Ｌを用いその摺動面に膜厚２００μｍのＡｌ 2Ｏ 3膜をプラズマ溶射法で形成し、実施
の形態１５では固定側部材の基体にＳＵＳ３１６Ｌを用いその摺動面に膜厚２００μｍの
Ａｌ 2Ｏ 3＋２．５ＴｉＯ 2＋２ＳｉＯ 2膜をプラズマ溶射法で形成し、実施の形態１６では
固定側部材の基体にＳＵＳ３１６Ｌを用いその摺動面に膜厚２００μｍのＺｒＯ 2＋５Ｃ
ａＯ＋４ＳｉＯ 2膜をプラズマ溶射法で形成し、実施の形態１７では固定側部材の基体に
ＳＵＳ３１６Ｌを用いその摺動面に膜厚２００μｍのＣｒ 2Ｏ 3膜をプラズマ溶射法で形成
し、実施の形態１８では固定側部材の基体にＳＵＳ３１６Ｌを用いその摺動面に膜厚２０
０μｍのＴｉＮ膜をプラズマ溶射法で形成している。
【００２７】
また、実施例１９乃至２１は回転側部材の基体にＳＵＳ３１６Ｌを用いその摺動面に膜厚
３μｍのＴｉＮ膜を形成している。実施の形態１９では固定側部材の材料に硬質炭素材を
用い、実施の形態２０では固定側部材の材料に炭素繊維含有ＰＴＦＥを用い、実施の形態
２１では炭素繊維含有ＰＥＥＫを用いている。
【００２８】
【表３】
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ここで、面圧とは図２の回転側部材１０と固定側部材１３の摺動面に加わる面圧、周速度
とは回転側部材１０の周速度、走行距離とは回転側部材１０と固定側部材１３の摺動距離
を示す。
【００２９】
図２は上記摩擦摩耗試験を行う試験機の概略構成を示す図である。本試験機は基体１１の
表面（摺動面）にＴｉＮ薄膜１２を形成した回転側部材１０を回転軸１６の先端に固定す
ると共に、該回転側部材１０に対向して基体１４の表面（摺動面）に薄膜１５を形成した
固定側部材１３又は該薄膜１５を形成しない固定側部材１３を配設し、回転軸１６に所定
の圧力（荷重）を加えて回転させることにより、摩擦摩耗試験を行う。ここで押し付け面
圧を０．１ＭＰａから開始し、０．１ＭＰａ毎に段階的に増加させ、トルクが急激に立ち
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上がるか或いは変動が激しくなるところを限界面圧とした。
【００３０】
表２から明らかなように、実施の形態１乃至７の焼き付き面圧は従来例に比較し大きく、
実施の形態３乃至７では焼き付き面圧以下の回転側部材及び固定側部材のいずれの摺動面
にも損傷が観察されず、実施の形態１及び２の回転側部材及び固定側部材の摺動面にも軽
微な損傷が観察されるに過ぎない。いずれも、比較例１及び２に比較し、優れたものとな
る。また、実施の形態８乃至１３も焼き付き面圧は比較例１及び２と等しいかそれより大
きく、回転側部材及び固定側部材の摺動面にも軽微な損傷が観察されるに過ぎない。また
、実施の形態１４乃至２１も焼き付き面圧は比較例１及び２より大きく、回転側部材及び
固定側部材の摺動面にも軽微な損傷が観察されるか無損傷である。
【００３１】
なお、表１における膜厚の値は一例であり、膜厚はこれに限定されるものではない。例え
ば、表１の実施の形態１乃至５において、回転側部材の摺動面のＴｉＮ膜の膜厚は３μｍ
、固定側部材の摺動面のＤＬＣ及びＢＮ膜の膜厚は１μｍ、そしてＣｒＮ膜の膜厚が４μ
ｍであるが、これらの膜の膜厚は数μｍ～数百μｍが好適である。
【００３２】
上記回転側部材及び固定側部材の摺動面に形成するＴｉＮ膜は下記のダイナミックイオン
ミキシング法を用いて形成する。図１はこのダイナミックイオンミキシング法でＴｉＮ膜
を形成するための概念図である。ＴｉＮ膜の形成は、図１に示すように、ＴｉＮ膜を形成
する基材２を回転軸５の先端に固定し、且つ水冷された銅製ホルダ１に固定し、この基材
２に対向して蒸発源３及びイオン源４を配置し、蒸発源３からのチタン蒸気７を基材２に
向けて発し、イオン源４から窒素イオンを主体とする窒素イオンビーム６を基材２に向け
て発することにより、基材２の表面にＴｉＮ膜が形成される。このダイナミックミキシン
グ法で形成したＴｉＮ膜は基材２との密着力が大きく、相手材との比摩擦量が著しく小さ
いことを実験的に確認している。
【００３３】
上記のように窒化チタン（ＴｉＮ）膜は耐摩耗性において優れているが、耐キャビテーシ
ョン・エロージョン性においても優れている。図３は図４に概略構成を示すキャビテーシ
ョン・エロージョン試験装置を用いて行なったキャビテーション・エロージョン試験結果
を示す図である。図４において、４１は磁歪振動子、４２は発信機、４３はダイヤルゲー
ジ、４４はホーン、４５は試験片、４６は試験片台、４７は試験液槽、４８は循環ポンプ
、４９は流量計である。試験片４５を磁歪振動子４１に取り付けられたホーン４４の先端
に位置するように試験片台４６上にセットし、高周波振動させたホーン４４の先端部で発
生するキャビテーション気泡の崩壊衝撃波により試験片４５の表面にエロージョンを起さ
せるようになっている。
【００３４】
図３に示すように、ＳＵＳ４２０Ｊ２鋼の表面無処理の場合は平均損傷深さ７０μｍ以上
の損傷が発生するのに対して、表面にＴｉＮ膜を施した場合は深さ１μｍ程度の損傷が発
生するに過ぎない。また、ＳＵＳ３０４鋼の表面無処理の場合は平均損傷深さ１０μｍ程
度の損傷が発生するのに対して、表面にＴｉＮ膜を施した場合は深さ１μｍ程度の損傷が
発生するに過ぎない。即ち、表面にＴｉＮ膜を施すことにより、耐キャビテーション・エ
ロージョン性が著しく向上することが分かった。
【００３５】
水潤滑軸受としては、動圧ジャーナル軸受、静圧ジャーナル軸受、動圧スラスト軸受、静
圧スラスト軸受等があり、いずれもその回転側部材及び固定側部材に、表１に示す材料の
組み合わせが可能である。また、水潤滑のシールも同様回転側部材及び固定側部材に表１
に示す材料の組み合わせが可能である。
【００３６】
図５は水潤滑動圧ジャーナル軸受の構造例を示す図で、同図（ａ）正面図（一部断面）、
同図（ｂ）は側面図（一部断面）である。図において、５１はキャリアリング、５２はパ
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ッドストップ、５３はパッド、５４はジョイントピン、５５はストップピン、５６はジョ
イントボルト、５７は回転軸、５８はシール、５９はシール止ネジである。停止起動時は
回転軸５７とパッド５３は接触してるが、回転軸５７が回転すると回転軸５７とパッド５
３の間に潤滑液（水）による動圧が発生し、回転軸５７はパッド５３に無接触で支持され
る。
【００３７】
パッド５３（固定側部材）と回転軸５７（回転側部材）の摺動面に表１に示す実施の形態
の材料の組み合わせを用いる。また、表１の材料の組み合わせは回転側部材と固定側部材
を逆にしてもよいことは当然である。上記のように起動停止時は回転軸５７とパッド５３
は接触しているから表１の材料の組み合わせの耐摩耗性が効果を発揮し、回転軸５７の回
転中は材料の組み合わせの耐キャビテーション・エロージョン性が効果を発揮する。
【００３８】
図６は水潤滑静圧ジャーナル軸受の構造例を示す図で、同図（ａ）展開図、同図（ｂ）は
正面図である。同図において、６１はランド、６２はポケット、６３はパッド、６４は潤
滑液（水）を供給する供給孔兼絞り、６５は回転軸である。潤滑液の静圧及び回転軸６５
が回転することによるパッド６３及びランド６１の動圧作用により、本軸受は負荷能力を
持つ。ランド６１及びパッド６３（固定側部材）と回転軸６５（回転側部材）の摺動面に
表１に示す実施の形態の材料の組み合わせを用いる。また、表１の材料の組み合わせは回
転側部材と固定側部材を逆にしてもよいことは当然である。ここでも起動停止時は表１の
材料の組み合わせの耐摩耗性が効果を発揮し、回転軸６５の回転中は材料の組み合わせの
耐キャビテーション・エロージョン性が効果を発揮する。
【００３９】
図７は水潤滑動圧スラスト軸受の構造例を示す図で、同図（ａ）平面図、同図（ｂ）はＡ
－Ａ断面図である。同図において、７１はキャリアリング、７２はパッド、７３はパッド
ストップ、７４はエンドパッドストップ、７５はエンドパッドストップ止ネジ、７６はス
トップキー又はピン、７７はアジャストスペーサ、７８はアジャストスペーサ止ネジ、７
９はシムである。ここで回転側部材（図示は省略）はパッド７２との間に発生する動圧に
よって支えられて回転する。この回転側部材とパッド７２（固定側部材）の摺動面に表１
の材料の組み合わせを用いる。また、表１の材料の組み合わせは回転側部材と固定側部材
を逆にしてもよいことは当然である。ここでも起動停止時は表１の材料の組み合わせの耐
摩耗性が効果を発揮し、回転軸の回転中は材料の組み合わせの耐キャビテーション・エロ
ージョン性が効果を発揮する。
【００４０】
図８は水潤滑動圧スラスト軸受の構造例を示す図で、同図（ａ）平面図、同図（ｂ）は断
面図である。同図において、８１はランド、８２はポケット、８３はパッド、８４は潤滑
液（水）を供給する供給孔兼絞りであり、ランド８１とパッド８３は同じ高さにある。こ
こで回転側部材（図示は省略）は軸受面に発生する静圧及び動圧によって支えられて回転
する。この回転側部材とパッド８３（固定側部材）及びランド８１の摺動面に表１の材料
の組み合わせを用いる。また、表１の材料の組み合わせは回転側部材と固定側部材を逆に
してもよいことは当然である。ここでも起動停止時は表１の材料の組み合わせの耐摩耗性
が効果を発揮し、回転側部材の回転中は材料の組み合わせの耐キャビテーション・エロー
ジョン性が効果を発揮する。
【００４１】
図９はフラット型の水潤滑環状クリアランスシールの構造例を示す図であり、同図におい
て、９１は回転軸、９２はライナーリングである。該回転軸９１の外周面とライナーリン
グ９２の内周面で形成するせまい隙間によって高圧側から低圧側への漏れを少なくする。
回転軸９１（回転側部材）とライナーリング９２（固定側部材）の摺動面に表１の材料の
組み合わせを用いる。また、表１の材料の組み合わせは回転側部材と固定側部材を逆にし
てもよいことは当然である。ここでも起動停止時は表１の材料の組み合わせの耐摩耗性が
効果を発揮し、回転側部材の回転中は材料の組み合わせの耐キャビテーション・エロージ
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ョン性が効果を発揮する。
【００４２】
図１０は代表的なスクリュー型の水潤滑シールの構造例を示す図であり、図１１は公知の
ダブルスクリュー型の水潤滑シールの構造例を示す図である。図１０、図１１において、
１０１は回転軸、１０２はライナーリングである。図１０においては回転軸１０１の外周
にネジ溝１０１ａが形成されており、図１１においては回転軸１０１の外周面とライナー
リング１０２の内周面には互いに逆方向になるネジ溝１０１ａ及び１０２ａが形成されて
いる（左ネジ溝１０１ａ、右ネジ溝１０２ａ）。回転軸１０１が回転することにより、回
転軸１０１又は回転軸１０１とライナーリング１０２に設けたネジ溝のポンピング作用に
より低圧側から高圧側への流れを起すことによってシールする。
【００４３】
回転軸１０１（回転側部材）とライナーリング１０２（固定側部材）の摺動面に表１の材
料の組み合わせを用いる。また、表１の材料の組み合わせは回転側部材と固定側部材を逆
にしてもよいことは当然である。ここでも起動停止時は表１の材料の組み合わせの耐摩耗
性が効果を発揮し、回転側部材の回転中は材料の組み合わせの耐キャビテーション・エロ
ージョン性が効果を発揮する。
【００４４】
なお、水潤滑軸受又は水潤滑シールを構成する回転側部材及び固定側部材のＴｉＮ膜を形
成する基体材料としては、表１に示すものに限定されるものではなく、他の金属材料であ
ってもよい。また、ＤＬＣ膜、ＣｒＮ膜等を形成する基体材料も表１に限定されるもので
はなく、他の金属材料であってもよい。ＴｉＮ、ＣｒＮ、ＤＬＣ等の膜厚は表１に限定さ
れるものではない。
【００４５】
図５乃至図１０は何れも動圧ジャーナル軸受、静圧ジャーナル軸受、動圧スラスト軸受、
静圧スラスト軸受及びシールの一構造例であり、本発明に係る水潤滑軸受又は水潤滑シー
ルはこれらの構造に限定されるものではない。
【００４６】
【発明の効果】
　以上説明したように各請求項に記載された発明によれば下記のような優れた効果が得ら
れる。
　（１）水潤滑軸受又は水潤滑シールを構成する回転側部材及び固定側部材の基材を金属
材料とし、その一方の部材の摺動面に窒化チタン膜を形成し、他方の部材の摺動面 Ｌ
Ｃ 形成するか、又は該他方の部材に硬質炭素材、炭素繊維化含有ポリエーテルエーテ
ルケトン、炭素繊維含有四弗化エチレン材のいずれかを用いたので、低摩擦係数、耐摩耗
性及び耐キャビテーション・エロージョン性に優れた水潤滑軸受又は水潤滑シールを提供
できる。
【００４７】
　また、水潤滑軸受又は水潤滑シールを構成する回転側部材 固定側部材の

耐熱衝撃性、耐機械衝撃性に優れたものとなる。
【図面の簡単な説明】
【図１】ダイナミックミキシング法で窒化チタン薄膜を形成するための概念図である。
【図２】摩擦摩耗試験機の概略構成を示す図である。
【図３】キャビテーション・エロージョン試験結果を示す図である。
【図４】キャビテーション・エロージョン試験装置の概略構成を示す図である。
【図５】水潤滑動圧ジャーナル軸受の構造例を示す図で、同図（ａ）は正面図、同図（ｂ
）は側面図である。
【図６】水潤滑静圧ジャーナル軸受の構造例を示す図で、同図（ａ）は展開図、同図（ｂ
）は正面図である。
【図７】水潤滑動圧スラスト軸受の構造例を示す図で、同図（ａ）は平面図、同図（ｂ）
は側断面図である。
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【図８】水潤滑静圧スラスト軸受の構造例を示す図で、同図（ａ）は平面図、同図（ｂ）
は側断面図である。
【図９】水潤滑シールの構造例を示す側断面図である。
【図１０】スクリュー型の水潤滑シールの構造例を示す側断面図である。
【図１１】ダブルスクリュー型の水潤滑シールの構造例を示す側断面図である。
【符号の説明】
１　　　　　　銅製ホルダ
２　　　　　　基材
３　　　　　　蒸発源
４　　　　　　イオン源
５　　　　　　回転軸
６　　　　　　窒素イオンビーム
７　　　　　　チタン蒸気
１０　　　　　回転側部材
１１　　　　　基体
１２　　　　　薄膜
１３　　　　　固定側部材
１４　　　　　基体
１５　　　　　薄膜
１６　　　　　回転軸
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【 図 ４ 】 【 図 ５ 】

【 図 ６ 】 【 図 ７ 】
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【 図 ８ 】 【 図 ９ 】

【 図 １ ０ 】

【 図 １ １ 】
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